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 西東京市では、平成 30年 10月１日に「西東京市子ども条例」を施行し条例の普

及啓発等に取り組んできました。今年度は、引き続き条例の普及啓発等とともに、子

ども相談室の開設等具体的な取り組みを次のとおりすすめます。 

 

１ 西東京市子どもの権利擁護委員の設置 

  子どもの権利の侵害について、速やかに救済することを目的として、本年４月１

日に、市長より西東京市子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」という。）を 3

人の方に委嘱しました。 

  市長の付属機関である擁護委員は、子どもの権利侵害について、相談を受け、必

要な助言及び支援をすること、必要に応じて調査し、救済するための調整及び要請

をします。 

また、子どもの権利侵害を防ぐための意見を述べること等も行うことになってい

ます。 

 

２ 西東京市子ども相談室の開設 

  開設時期 ８月１日 

場  所 西東京市住吉町六丁目 15番６号 住吉会館２階 

  西東京市子ども相談室（以下「相談室」という。）は、擁護委員が関わる相談の

窓口です。 

子どもがいじめ、虐待などにより、つらい思いをしている時、悩んでいる時、心

配なことがある時などに、子どもからの相談に応じて、相談の専門員が子どもの話

をじっくり聞き、子どもの気持ちに沿って解決策を一緒に考えていきます。 

 

３ 相談室と擁護委員の愛称募集 

  相談室と擁護委員の愛称を、子どもたちと一緒に考え決定します。 

相談室と擁護委員を子どもたちに知ってもらい、子どもたちにとって親しみやす

く相談しやすい場所にするため、中学校の協力を得ながら、愛称の募集及び決定を

します。 

  募集時期は夏休み前に、その後、愛称候補を公表し、9月中には愛称を決定する

予定です。 

 

４ 西東京市子ども条例逐条解説の策定 

  西東京市子ども条例の理念が、子どもをはじめ関係者に理解され、関係機関が条

例の趣旨を踏まえたうえで取組を進められるよう、逐条解説を策定しました。 

  西東京市のホームページにも掲載しています。 
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＜資料＞ 西東京市子ども条例紹介リーフレット表紙 

 

【小学校１・２・３年生版】     【小学校４・５・６年生版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生・高校生版】        【一般用】 
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＜資料＞ 西東京市子ども条例逐条解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】子育て支援部 子育て支援課（TEL：042-460-9841） 

 

資料のポイント   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇子どもは単なる救済対象ではなく、自分に関わる問題を解決していく主体と

して位置づけられ、最善の利益が確保できるよう支援されます。一方的な要請

や意見提出で、権利侵害の相手方と子どもを対立させてしまっては、子どもの

最善の利益にならない場合もあり、擁護委員の調整が重要になります。 

 

 


